
  
 

 

 

職員に対し、公正な職務の執行を妨げる行為又は禁止行為等  

に違反する行為を行わせ、若しくはその権限を不正に行使させる 

ような働きかけを行う行為をいいます。 

 

 

 

 

 

 

※職員の公正な職務執行を行うための制度であり、 

市民の皆さまの正当な要望等を妨げるものではありません。  

   

から施行します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

職員が公務員としての倫理を保持するととも 

に、その公正な職務の執行を損なわせる 

ような行為の防止を図ることにより、公務に 

対する市民の信頼を確保するための措置等 

を定めるため、現行の「飯塚市職員倫理規程」 

に、いわゆる「不正な働きかけ」を防止する 

機能等を兼ね備えたものとなっています。 

条例制定の理由 

 

不正な働きかけとは 

○合理的な理由なく、特定の者に有利な取扱い又は不利益  

な取扱いを求めること。 

○合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、 

又は特定の者の権利の行使を妨げること。  等        
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不正な働きかけ 

職員倫理審査会（有識者２＋職員３） 

不正な働きかけ対応イメージ図  

飯塚市役所総務部人事課人事係 ℡ 0948-22-5500（内線1214・1215） 

・公正な職務の執行を妨げる行為 

・禁止行為等に違反する行為を行わせ、権限を

不正に行使させるような働きかけを行う行為  

・職員は、不正な働きかけがあった場合

は、これに応ずることなく直属の管理監督

者に報告 

・管理監督者は、職員より報告を受けた内

容が、不正な働きかけに該当すると判断

したときは、職員に不正要求等報告書を

作成させ、任命権者へ提出 

・任命権者は、不正要求等報告書の提出を受け、その内容

が規則で定める不正な働きかけに該当すると判断したとき

は、必要な措置を講ずるとともにその写しを市長に送付 

 

・市長は不正要求等報告書の写しの送付を受けたときは、

審査会に審査を求める 

・審査の対象が市長、副市長、上下

水道事業管理者、教育長、市議会議

員で、政治倫理条例に規定する政

治倫理基準に抵触する場合は、政

治倫理審査会で審査 

（結果の公表）   不正な働きかけが行われた事実、相手方の氏名等  

必要と認められる 不正な働きかけを行った者に対する抗議  

措置の通知     不正な働きかけに係る刑事上の告訴又は告発  

その他不正な働きかけに関して必要と認められる措置  

職員 
（再任用・任期付・嘱託・臨時職員を含みます） 

管理監督者 倫理監督者 

任命権者 

 

市  長 

・市長から諮問を受けた事項について審議し、市長に報告 


